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資 料

ギ 口 チ ン 社 と そ の 人 ：々 そ の ( " - )

日 本 ア ナ キ ズ ム 運 動 史 料 ( 1 )

松 隆

は じ め に
- . . .，

ギロチン社=分黑觉が话動を展開したのは，主に大 

正末期，とりわけ1如3年から24年にかけてである。そ 

の関係者や事件については，いまだに不鮮明な部分が 

少なくない。私自身何度かそれにふれながら，乏しい 

資料に依拠したため，しぱしぱ事実からかけはなれた 

解釈と叙述を行なって会た。その後，新しい資料にふ 

れる機会をえるたびに，その集団や事件の実態が少し 

ずつr鮮明になっすきたような気がしている。本稿では, 

その集団と事件の输郭を明らかにしつつ,それについ 

ての資料のいく 0 力、を释̂介するととにしたい。

そもそもギロチン社は，わが® の社会運動史な1/、し 

，はアナキズムJ i動史において，どのような位置を古め 

るものでもろう力、

当局や当時のジャーナリズムのように，運動史.思 

想史の流れとは無縁の,たんなる犯罪染団やチロリス 

ト银団として片*づける見プJがー方にある。それとまっ 

たく反対の極に，それを明白にズナキズム運動そのも 

のとみる見方がある。ここでは，そのようにどちら'か 

一方にわりきることはしない。前者のように犯罪集団 

•として運励から拔毅することも,、後者めようにアナ 

キズム運動とまったく闻ニ祝ない,しは混同することも 

+ 分納得的ではないと# えるからである。

たしかに, ギ チ ン 社 g 体数々の法にふれる行為を 

くりかんしている。強海や毅人までおかしている/こ 

のぶを撒調す;K ぱ，前潘の見方におちいるだろう。他 

力で彼らは, 7*ナキズムにもっとも親近感をおぽえた 

し突際にアナキストを1̂1觉したものもいた。とのノケ

に注視すれば，後者の見方に近づ々ことになるだろう， 

し:6ル ，彼らおよびをの免回は，たんなる犯罪人でも 

無頼の集団でもなかった。またアナキストそのもので， 

も，ァナキズムを掲げる集団でもなかった。

彼らは一つの理想社全を夢み , ホ命を志向していた。、 

その行動原理もァナキズムの原則にきわめて近接する . 

もウでもったこともたしかヤある。それでいで , 彼ら . 

は厳密には自らがアナキストと同一でないこともよく 

ぜ:知してい：f c。実際に運動よ;もブナキズム陣営 1>こ完全: 

に同化しきることはできなかったのでちる。 しかし, 

そのような点を考慮しつつも'，なお彼らをァナキズム , 

運動史から排除することはできないだろうシなによ > >  

も，当時のァナキストが彼らの行為を批判するよりも 

共感と同情をもっでうけいれたらとも，彼らをァナキ ; 

ズム運動に無関係なものとしてみすごしにできないこ 

とを示している。むしろ★ 正末期の社会状況 i その上 

にたつアナキズム運励が，ギロチン社を生みおとす基 

艇をもっていたと考えるべきであり，デロリズふが現 

在すでに過去のものとなっているとしても，それを^  

まのァナキズム運動とも無関係なものとして挑:除する 

ととはできないだろう。

そこで，本鶴ではまずギロチ‘ン社d 実態を明らがに 

することに意を払うこととし,そののちにそれとアナ 

キズムないしはアナキズム運動との関係を明らがに'I，， 

る作業にすすむととにしたい。

1. ギロチン社の成と性格
- ，..に:.'；■ .

ギロすン社結成0 充端は，椅35県南檢;1£都級瀬村上 

速IIIにあったおffl大次郎, 渡边# 寿, i 岛新らの*■小

'4  *木稿は, その多くを森)を英̂ ^附たや法政大学大原社会問題研カ!所の所竊する5̂が他鱼ゥている。

‘ * * 引川文については，第きの判断で' カタカナをひらがなに力、えたり，甸読点を付加したりする说合があるん
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ギロチン社とその人々（その一り

作人社J における« 哲と古III大次郎の遊追にある。 合 康 左 れ r分黑党と云う4^前は廣が中浜ト諸に使 

それは19S2 (大正1 1 )年 2 月のことであった. （この経緯. ひ出した言葉ですか，別に分'黑’3»：̂.と：̂̂ふものかある'お 

1こっぃては，i!rm »■死の诚悔J〔春秋社，1968年版：!および小松ではないのですJ (r第4 嘯問調!}も192妳 2 ; m n )と答 

降:：：•■中ぉ哲の思想と生湖J 〔**国家論研究J 第3 号，1973年; } 免ているはどでる。

をみよ) , . それを機に 2 人の意見は急速に接近した。既 

成の運動に疑問を抱き，一級にテロリズムにまで到達 

する地点における接近で f c った。その合意にたっした 

のは同年 4 月頃のことであった，

2 人の間で最初のチロルの対象としてひそか《"こ選定 

されたのは, 来日中のイギリスのゥエールズ王子でf c  

った》これは失敗に終るが，そのあと，小作人社の活 

動にみきりをつけた古E U と中浪は，小作人社を渡辺に 

託して上京する。,

中浪はまず牛込区神楽町 1 丁目，つ'^、で戸塚町源兵 

衛に居をかまえた，をこにはたえず若い〈危險な〉運 

. 動家がたむろしていた。中浜のはか，舍地啓司，仲暮 

一 * , 河 • & 康左右らが同居したり出入りしたりした。い 

ずれも家庭的に，ある '^、は経済的に恵まれな、境遇を 

くぐってきているため，すぐに親近感を抱きを9 った， 

その家で，いつとはなしにそこにたむろする自分たち 

の集ま.りを1 つの染圓とみなし，その名称として r ギ 

ロチン社J を採用することになった。

'といっても，その名称は十分蔣譲された末•に決定さ 

れたものではなかゥた。統一した運動上の確認があ

そのため，思想 @ 1体なら当然有していろはずの網飢 

も:T 言も規約もなかった。ただ現状に不満を抱き反逆 

の血をたぎらせてぜ *̂命を志问しつつも，既成の恋ホ運 

動にもあきたらぬというていどの大雑把な姿勢におい 

て典通点が存しているだけでゥた。その共通の不満 

の結 ffHは，個 = 反権力の視点につプナキズムに近接 - 

する ものであった といえるが,， 彼ら自 : も，仲肖一の 

よ b に総同盟出身のものをもふくめ，反逆の忠想で 

るアナキズムの立場に近、、ことを自觉して、、た。か-藤 

の よ う に ■■撒 L 、て私の主義をホせば哲学的個人生義と 

でも中すので所謂 A  (ァナキズム）に属するものでり 

ますJ (ぃ訊問調書」 I 9 2 3 ザ.4 月 1 日）というのが，彼ら 

の代弁でもったといってよいだろう。

このようにして, 戸塚町源兵衛で梁HHをなしたギロ 

チン社は，19②年3 月，一斉換举にあう。その間に， 

一人だけ檢举を免れた中浪•は住居を東京ル'外北千住牛 

P3に移しすこ。そこには45̂ ^̂ ^のはか，ホIII，ffl中男之進 

(白棟) ，倉地, 河金，仲,上野克己らが同居するようにな 

った。ここで新たに加わゥたものも，家庭的にも経济 

的にも恵まれず，資本主義社会の生みだす矛盾をいや

たゎけではなぃので，もともと名突ともに納得的な名というはど味わわされてきたものたちであつた。それ

称はえられるはずもなかゥたのでる。 したがって， 

加入や脱退にさいしても，手続きやうるさし、約束ごと 

が必要だったわけでもない。誰かが誰かに義務を負う 

わけではなく , むしろ-:H e同生活的な寝ぐらのようなも 

のであった。それにリーダーや幹部も正式には一人も 

いない。，すべてのものが同"^の資格でかかわるのであ 

る- ただ集団生活や集団活動のなかから，おのずから 

中心的人物ないしは撒響力のつよい人物がぽきは‘りさ 

れてくるのは，仕方のないことであつた。中沢-や -おW  

や河合がそのような人物にあたる。それにしても，中 

浪や古田は， 身では必ずしもリーダーを自覚してい 

たとぱいえない。そこにギロチン社の特徴と旧さの一* 

iBjもよみとることができるだろう。

この性格は大阪に移って「分黑党■!などの名称を使

だけに，人間的にも思想的にも接近するのは早かった， 

ただ，そこも手狭になったので， 5 月ころ，、中浜が中 

心 に な っ て 住 居 を 横 神 奈 川 青 木 台 町 に 移 し た 。

さらにその年の6 月から8 月にかけて，彼らは大阪 

方面に活動の本拠を移した。そしてその地で現在ギロ 

チン社事件とか，分黑党事件として知られている数々 

の事件を慈起することになる。ただ，大阪に移ってか 

らは, ギロチ:ン社という名称ははとんど使川.されなく 

なり，かわって各自が由に分黑党，束萍ギロチシ社， 

ぎ年五月兌，Y R社などの名称を使用する。もっとも 

よく知れわたゥて、、る分IS党にしても，その1 つにす 

ぎなかったので，人によってはその名称の意！を相遠 

してうけとめるといった状態でった。中Bt-は分黑兑 

が r露西亚ホ命の初期に於ける虚無主義の® 休 にて

.，ようになってからもかわらなかった》たとえぱ，饼 （思:h ) . を 傲 ち へ よ .と云ふ意義で'あります」 というの 

藤孝 一 .は r分 说 員 な り や J という’問 に た い し て ， に/ 河合は「我々の如く無政府主義に共鳴したものはA這 

r私は分黑党へ道入って店る樣な道入って居らぬ様なと云ふ物を他ふから黑から分れて出たものと云ふ意ル 

風で，何れにも者へられぬので，自分としても制りまで我々が分黑免と云ふ名前を.考へ出して使ったので分 

せぬJ (ntHI!!偶 ?iJjl9 2 4ィ 1 f i ) と答えでいるし，河觉と云ふまを使ひ出したのゆ三越の時か政初です J

, —— 3 4 ( 2 i S ) —
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ギロチン社とその人々（.その一）

，れ、ずれも*■訊問調書J〉という具合である。ただ，その；̂($ 

‘団の中心人物である中ミと河合が分黒党の名称をよく 

使っすここと，しかもその2 人が比較的早く逮浦されて 

いるととから，分黑党という名称が当局からは全体の 

代ま名として使われることになるのである捕され 

ただ傲当局が中r§と伊藤にたいしてITS赐現行お人逵浦手 

輯書J にぉ、、て使用した肩書は，前者が分黑党主領，後者;bt 

分思党党員であった)。

活動についてはのちにくわしくふれるが， (.大 

阪時代をとわず，彼らがもっとも数多く手がけた仕事 

は会社や名士まわ.り.のべ,リャ夕〉であった。.リャクと 

は，いうまでもなく資本家や支配階級の一員に资金か 

強請し運動や生活に利用することであるが,掠取や略 

奪-から転用された言集と、われる。そのはか,東京時代 

には中淚らの自由労働者の組織化，大阪時代には強海 

(小坂I f件)や復響ないしはテロル（Iけ征まの家族などへ 

.の域填）力淡らの仕事としてつけ加わることになる。

それにそれらの活動は，その集団名と同じように集 

団全体の統一した方針や討議や決議によるものではな 

かった。 規約も方針書もない集® だけに， 相互のま 

制 ，影響力めようなみ先ざる圧力以外に，統制も強制 

も義務もない集0 であった。当居や資本家がテロリス 

ト集団としT 危険視し，また一部のものが書いている 

ように（江ロ漁『続わが文学半生記J 195&{]^,养腸堂)，鉄の 

ように，あるいは鬼のように冷酷な規律が存在したわ 

けではない。ただ, との点は， 1つの特色ではあるが， 

同時に藥団の兆通の理想や目的の久如，それを達成す 

るための努力や情熱の欠如,運動体としての組織性の 

-欠如など,.むしろ運励をすすめる上でのマイナス面の 

うら返しであったともいえる。

そのようなこ，と力、ら，参加者や共‘同生活者の数もた 

克ず不定である‘ はぽ全時期にわtこって関係しためは 

中沢，古田，河合，仲，旧中，倉地，{n藤, 小西 (次） 

ら， 1 時期のみ関係したのはれ藤謙太郞，小旧栄，上 

野克己，南義雄, 小川義雄, めm源太郎, 卧栄吉,
小西た5 *^ ,小西松太郞，阪谷贤一■ ,逸見吉三，山III正 

一‘，微部治之助，A 木信ぎ，新お与- ^ ミ|$ ,川兆盤松ら，

また協力関係にあったのは和旧久太郎，村木源次郎ら 

-であった，

2 . ギロチン社の I I標とぱ勁

ゼロすン社には文書になった綱飢や斑約がなかった 

とは，すでにふれた，では，そこには;}!め理想や

B標も存在しなかったのであろうか。

ももろん，その集団の参加者各自が理想郷を描いだ 

り，目標を抱くととはあっこ。中浜も, * r aも，M合 

も調書ないしは手記で，はぽ類似の理想社会を播いて 

、、る，またく支那〉に移住して新社会を建設するとい 

うていどの <夢〉は，およそ実現性のないもめながら， 

染圓のなかで雑談的に話あわれることもあづたらしい。 

しかし集®全体として-共通の理想鄉や目標を描いで 

いた、かどうかということになると，どうも疑おしい。

河 合 も .第 2 回 調 書 （1 9 ね ^ 印 月 6 日) '  で , 清水利 . <0 共:同 

生 活 の 思 想 に つ い て 「絶 望 的 の 気 持 は 大 凡 似 通 って居  

りますが , 将 来 の 理 想 卖 現 に 付 て は 合 意 は あ り ま せ - 

ん  J  と 述 べ て い る 。.彼 ら が 資 本 主 義 社 会 と い う 現 突 の  

体 制 を 転 覆 す る こ と を 考 え て い た こ と は 疑 う よ し も な  

い が ，そ の 行 き つ く 先 も ， また .そ の 方 法 も ， 一 -ま ]^す こ  

形 の も の が も った か ど う か は ， .どうも判然としないの 

で る 。

とも力、く， 社 会 変 舉 の た め に , 旧 来 の 方 法 ， たとえ 

ぱ 選 举 ニ 議 会 活 動 や 地 道 な '3^ 働 組 合 活 動 に 希 を つ な  

ぐ こ と が で き ず ， も つと 蓝 接 的 に 効 梁 ，結 果 の あ ら わ  

れ る 支 配 階 級 へ の チ ロ ル や リ ヤ ク や 強 奪 の 利 用 t もゥ 

ぱ ら 関 心 を む け て い っ た 。 た .しかに， そ れ ら は す .ぐに .，' 

な ん ら か の 結 果 • 反 応 が で て く る こ と ， 1 時 的 に は 支  

配 階 級 に 大 き な 脅 威 を 与 え る こ と は い え る が *長 期 的  

な 视 卧 や 展 望 な し に 行 な わ れ る 場 合 ， そ の 効 果 も 意 義  

も プ ラ ス に 評 f iH Iさ れ ず に 終 る こ と が 少 な く な い 。

その線にそって具体的1̂ :設定されたのが，イギリス 

王子，つ、、で当時の摄政宮へのチロルの計画であり,

ま た 銀 行 嬰 擊 や 復 響 と し て の チ ロ ル の 行 使 で あ った 。 

も つ と も ， イ ギ リ ス 王 子 お よ び 摂 政 宮 へ の テ ロ ル に つ  

い て は ， 実 態 は 不 明 で あ り ， 幻 の 夫 皇 制 打 倒 計 画 と い ’ 

え ぬ こ と も な い ， 関 係 者 の 調 書 や ず 記 で も ,天 皇 制 へ  

の 挑 戦 の 問 題 は ヴ : — ル で お お わ れ て ，わ れ わ れ の l:j 

か ら は 全 く 随 離 さ れ た 形 に な っ て い る 。

以上のようなギロチン社二分祟党のほ動について， 

幻の天皇制打倒計画をのぞけぱ，大よをつぎの3 つに/  

わけることがでさるだろう, 第 1 はくリヤク：> ,策 2 は 

徹奄，第 3 は與離，つまり対人的に危害を加えるとと 

を意図した行為である。

< リヤク〉行 為 雄 1 のくリヤク〉は ， ゼロチッお ：-• -  

分 媒 党 の 全 劇 W を つ う じ て 利 ; n さ れ た も の セ ，謝 r i i的 

に は も っ と も : ^ ^ ^ { 1̂ な 沛 励 で あ づ た 。 と り わ け 大 阪 時 代 ： 

に は 繁 に , か つ 大 胆 に 行 な わ れ る 力 V な か で も ！̂ゾ績 

会 社 ( 鐘 紙 ガ 游 幼 ，大阪合同幼など〉 と ト （三 叙

35(229)
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ゼロチ,ン社とその人'よ（をの一）

高鳥屋など）がもっとも多くリャクの対•象にされた。そ 

れについて，中 は ，デパ' ~ ト1こかんしてはr波さの 

事業は享竟資本家のみの處栄欲を満足する-^手段に外 

ならずJ といちづけてV、るが, 妨績業についても,つ 

ぎのように理由づけをしている。

•■現代に跨て, 労働者を.完全に欺隔し，徹底的に神 

取してゐる資本主義的企業者の雄なる者は斯糖妨績 

業者ャある。而して其当面め労働者が全て青春巧女 

であり真に人生の花たる可き時代の青血を食られる

所に，人間として，無産者として，i i つ言年の一員

として，痛切に義憤を感じたから働き投けた次第で 

ちり，殊に斯業の改造を計り*其改:運動に参与した 

■ る理山の下に, 戯首された失業者たる；t 地,仲両君の 

先導が大、、に使したからであるJ (前海*m 中手S ) J。

これはとつてつけたような理由ではもる力S たとえ 

方的なものでちれ，なん.らかP 理由づけや正当化し 

うる根拠をみいだした上で行為にうちこんだところに， 

彼らがたんなる犯-罪者や無頼者と異なる意識にたつ て ' 

いたことをうかがわせる

ただ，リャクによる1 回ごとの取得額はけつして多 

くなく，しかもあるていどまわりつくせば，そうそう 

同じように成果がfcがるわけのものではない。対象に 

しても，方法にしても，いずれ限界につきあたらざ 

るをえない* その結果，大阪合同納収餘铁飯尾一二へ 

のチロのような行為までとびだすし，あげくは彼らが 

r妨績界の巨頭J と目した武藤山治値接的には森本一 

雄）へのリャクによつて中浜と併藤が速浦されてしま 

うことにもなるのである。なお，中浜と伊藤の取調べ 

にたいする当局のr意見書J があるので，資料として 

. 紹介しておこう。ギロチン社関係者は総じて速浦後も 

妥協的な自己批判はしていないが，ここでも•■改俊の 

見込な < 」と判断されていることが,彼らの速捕後の 

參勢をうかがう上で興味深いととである，

' I 意 . ’ 見 書 " 

m m 中 浜 哲 当 28ギ 

高旧敏， が 藤 孝 一 当 26<P

1 . 犯:;!ド:発覚の原因巡査天道B 之助外1 名の速袖 

及ギ続に驻く恐喝現行犯 ， '

2. 前科の-4す 無 無 し

3 . 犯:如の事突大正 13年 3 月26日より同月30R午 

後 2 時半-敏の間大阪市西江戸堀南通2 丁 I I I 地 

大 0 本妨績連合会め爽榮同会関西‘本部武藤山沿ヴ 

に於て同会ii?ir森本-'^雄に対•し丧々の標榜せるr分

幾党J と称せる虚無主義団に金泰方円を寄ずすする謝 

となり居りで既に千円を受械し居れるを以ズ残金九 

中円を渡し與れ若し妻まに応ぜざれぱ会長武#山治 

の在を消す(武藤山だ,、を殺す〉と脅迫し同人を畏怖 

せしめ全ニ窗円を交付せしめたるものなり 

も犯罪の動機あ情状本人等は一定の生業なく無 

政府主義者にして情に党を組み営業!^に道艘の犯罪 

を敢行するものなり 

5. 改後見込の有無本人等は俊の見込だく厳罰 

の必要ありと信ず 

本被告事件を按ずるに刑法第249条に該当するものと 

思料す意晃如之侯也

大正13年 4 月 1 目 

於川P 警察署 

法，察T T 警部佐々木好明 

大阪地方栽判所檢事安達験さ郎殿

資 金 強 奪 強 奪 は ， 〈リ+クンのような少額の強 

請では生活や蓮動のためにさえ不十分でちゥたうえ，

震炎の影響で < リヤクy そのものも成果をあげにぐく 

なったときに，一気に大金をせしめる意図でもくろま 

れたものでちる。そ0 ための机上の計画ゆ何度かたて 

られるが，さいごは小西次郎がかつで浪速厳行に勤放 

した経験がったので,それを生かして銀行にしぽっ 

て計画が具体化されていっナこ。もっとも，このさいも. 

それはど真剣に火急の必要性を認識して具体化された 

ものとはうけとめえない。さいごまで、、ざという段階 

ではいつも沉ごみするような狀態でもゥた。ただ，古 

旧の下阪が決行を可能するとになった。河合̂ ^こよれ 

ぱ，古旧は「思想に於•てはボンヤリして居りました。

1 步も情によって忠想を枉げないと同時に，丸で反対 

に，情のたあに思想などを楽てでしまふやうなところ 

もありましたJ (前摄》■無朋因』) ということであるが， 

傷[3]内部の動揺や対立を知り，かつIお身はリャ>  など 

に加わって'/、なかったことから， 倩J と 「信義」と 

たてなおしのために，自ら実行行為をかぅてですこもの 

であった。その結来，庚行に移されナこのが小坂?If# と 

して知られる行為であった。し力、も，これは，ギロチ 

ン社唯- ^の賺溶行為であったが，栽人まで遮起して失 

敗に終りたととで, 同グループを地下に迫いやり*解 

体への重大な-奥機につながる?|す件となるものでもる。

その政海の対象としてしぱられたのは，第十:銀行 

玉造支},ぢ小坂派出所で，決行のHは192妳 10ナ316日で 

あった。最終的に決行が確認されたのが当Iヨめ朝とお
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って，現地参加者は古[ I I ,小西，小ji!義雄, 内m源:太 

部の 4 人,うち小西は行員の浅E 0卯之助と颜見知りで 

ゥナここともを) ヮて，自転审ではなれた所で待機して， 

盗品を運搬する係であったので，类際のことにあたる 

のゆ 3 人であった，その 4 人が出発したあと，決行を 

知った河合と茂野楽亩もかけつけ；確認役として遠く 

力、らつきそう役割をになった。午:後 4 時ころ，大阪市 

外小坂町 (現}K大阪市）の大軌電本小坂停密場から少し 

はなれた路上（当時の中河め都布施村大字養屋Wの路上）

で待ちぶせ，小坂派出所主任角旧芳蔵と浅 fFI卯之助を 

襲った。ところ力' : , ：̂I U らの意外につよい抵抗にあっ 

て， - f i r mが威 i i j T iに用意していたお首で角 U 1 を刺殺す 

る i いう思、、力';けない筋書となった。あわてた彼らは， 

角日Iが死守したケースの方は-奪えぬまま，手さげ軸の 

み って逃走した。

これが/J、坂事件であった。彼らはし、ったん隠れ家に 

逃げ帰ったものの，ほどなく小® , 小川，内旧の3 人 

と，河合r 茂野の2 人が天満警察署に遠捕された。こ 

の事件につ、てはホf l l o 前 揭 『死の懷悔J および r死 

刑囚の思い出』 （!930培，M m m , 河合の『無期囚_! 

(I934ギ，費橋文学社）に <:わしいが，ここでは事件で® 

要な役割を演じた1 人である小西のr聴取書J (1923年 

11月1 日）を, 長文ガ-あるが,ひいて決行の経緯を紹介 

することにしよう。

「本年10月の初め私は米EI実，小川義夫と共に中河 

内郡布施村大字思代方面に贷家を捜しに参りまして， 

其-瞧私は足代に設け有る或銀行の店員山張所に金を 

くづしに参った4Tが有りましたが，丁鹿-其bĵ 私等一 

同は収入金が断へ非常に金に困って居た折柄であり 

ましたから，，左様な干係が足代村を云ふ勉に|}1に 1 

ダ1の餅行貫を派し置き多觸の☆ 銭等を取极はUむる 

は頗る冒険な事とふ様な話出て，一層興様に手 

許が苦しければ銀行員でも族ってボッククリでもや 

ろうかと云ふ話がまL / iが,代の出張所は電取 

の停窗場付近を付近にA カ难の帳場等あり, 到庇仕 

Jji：は出来まいとふ事で之を見合せました 

•m:話が务った後約'1 週間位経過したと思ひま 

す。米W劣は藤井久こ於 :C足イ'：;銀行は:t：☆が恶い 

から小坂停ぼ/所付近に十五銀行の店員派出所あり,

而して其場所は少レく停留場からiTi離があるのみな 

らず，卵な1C人通り0 少ない游しい道があるからあ 

の銀行ならぱ此Ilijの話の炎行は出来ると云ふ維をr|4 

し111したりです，

が話を政します购♦ 私，小jlし陳野摩が居合せま

したが，それでは一つ実行しやふとまぐふ事になり， 

鬼も角やるにしでもやらぬにしても琪場及現場付近 

を-"ffc:調べ置く必要がると云ふになり，お、,米  

Ifl，小川, 陸S?の4 名は何れも10月10H前後に各人 

別に其小坂の出張所付近を研究に参17まし；̂̂ム

私が行ったのは10ガ10日前後でりましとが，其 

際き®場よウ銀行出張所に行.く途中に於で,私が曾 

て浪速銀行に在滅ホ面職りし浅旧卯之助氏力t外わ 

1 名の疲せた銀行員と共に飽を持って撤途に就かれ 

るのと出会しました。

其時私は初めて典出張所員力液田卯之助外1名で 

あ'ると云ふことを知ったのでありますJ。

•"其後2, 3 日0 間に私，米出 , 小川， 陸 の i n 】に 

於て々其ボツタクリを獎行する話合が遂げ,そし 

て私は銀行員と面識ある干係上ボツタクリの実行行 

為を為さず転ホを用意して少し離れた処で恃ち受 

け居り実行行為者が獲物を特って来た場合に之れを 

持って逃げ，实際の卖行行為は米m実，小川義她.

陸野政雄の3名が其任に当たると云ふ事に大体の役 

割を定めました。そしで其まi•画で10月14, 5 日頃藤 

井久宅にて间居の河合康左右，重野栄吉等tn詰しま,: 

した勉，両名は训に私の計画に対■して反対意見:^述 

ベませぬでしたJ 。

•■大JE12年10月I6日銀行員の帰路を擁して其の携へ 

居る軸のボツタ'クリを決行する寧に決めたのであり 

ます。其日私は兼ての評[商に従ひ玉追警察署めぽ家 

の貸自転車屋よりト^ 転車一台を借り受け午後3 時頃 

小坂の銀行出張所付近に参りました。そして;|ら付̂3̂  

を-"週しまし★こ勉TボツタクリJ 突行行為め担当者. 

なる来m突, 小川義雄，陸J ? 政雄の3 名は勿論，柯 

康左右, 重野衆-î r等も現場に付近に来合せて居り 

ました。私は私の待合思所に当る松林を選んだのセ 

ありますそしで其松林東端に自転ポを置き , m  

端の道路に沿ふた付近に来て待合せて思りました。： 

然るに突行行為担当者中の陸®f政雄は銀行出張所の 

方より風呂敷包も嚇って馳け来たり,それを私に渡 

して北方に逃走しましたが, 私は風呂敷包を取ると 

兆に松原に；®入り其中程で包を解き中を調べました 

処が, 軸が現はれ其ホに新聞紙の外5 円の貯會債券 

3 枚, 10円の励業依券6 枚都合額面78円のものが遺 

入って思りま した故,それを外部のボケット 入れ 

自la雄に娘りて,小奴停前Trの付逝より;^に馳り北に 

折れ放出出てそれより清 ;̂ ^村の藤井め宅:にも̂ り:̂  

したJ。 '
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r私が屯した頃迄 1 名の同居者も帰って居りませ 

ぬでした，私は直ぐ其晚自宅を立ち出て桜橋の鳥屋 

で夕★ を取り，，それより難波新地の梅鉢と云ふ貧座 

敷 に 登 り 丸 J と云ふ娼妓を聘して一夜を過ごし 

翌日17日の朝道頓掘のrアイオイ J と云ふカ フ —  

で朝食を取って居りました。

戦線同盟の五十嵐, 大串, 束原が同力フェに来り， 

小坂に銀行員殺の事件あり，而して警察に.ては其犯 

人を主義者とみて居る故，|£}宅にあっては而调と思 

ひ出て来て居ると云ふ事を# »してたのであります。

私はそれより帰率しました処，陸野及ffi野，河合 

は居りました力' ; ,米IBと小川は帰宅せず，典翌日私 

は京都に陸野と共に其強想した債券類を売却に参り， 

其晩は京都に泡泊し其翌日帰£ 6しましたJ。

ここで使われている藤弁久という偽名は，古田大次 

郎のものである。小西にしろ河合にしろ，当初は未速 

捕のホ旧についてはロを閉ざして，藤弁が古FUである 

ことをふせていた。小西の場合は，古!！{の存在をぽす 

ためにホ田の役割• 人物に米m実という偽名をわりあ 

てているが,；もともと米ffl実や木野京太郎という偽名 

は田中勇之進が使っていたものであった。はかにここ 

で使われている陸59̂政雄または陸野広は内旧源太郎，

道野は茂のことでるのはいうまでもない。

この事件では，河合と中おの役割がとくに問題とな 

るが，当局は事得全体を現場参加者4 人に，河合と茂 

野の2 人を加えた全員の共謀を前提として，運れてか 

けつけた河合には「現場見張り役」，中沢には教唆の 

役割を資わせている。それにたいし，河合は調書や手 

記 （『無 期 で ，中浜も調#や獄中手記で当局めうけ 

とめ方を一方的な見方として排除しIれらの役割が事 

仲と直接関係ないことを強調している。河合は「小坂 

決行の当日は実業同志会へ来たので立寄って始めて本 

日決行と聞かされたのです，小西が問題に至って資任 

を逃れホr a に®?ってしまったので，ホ旧がやることに 

なりました。僕もだまって居れな力、ったので助言しま 

した。’•…‘それから出発後もジットして居れなかった 

ので，歧 卷 （この殺巻は殺察にとられた替です）のまま飛 

び出したのです。■見張りのつもりでもなく，何の気な 

しにK ジグトして居れなかったのですJ 6)な揭P無期囚_|) 

と1̂1分が?jf件とま接関係がなかっすこことを主張して、 

る，ホ沢も •■私は其bjfi,骨節树，経痛及齊臓炎の洛め， 

仲3̂ 1の着護の下に, 須磨町板泡の腐居•に病15̂ して思た 

のです。 ;ii:時とても，どんな力法で何時何処をやる 

のか私は全く，知らなかったのです。兆液に入り小川，

茂厥，ホ旧君の順序で大阪の諸兄が私等の寓居にやっ' 

て来て，始めて事件の真相を明らかにする事が出来た 

のです」（前掲•■獄中手記と自己井明をところみている,.

ところが，河合のごとく r小® は絶えず富岡に51き 

づられて,自分の心を样ってまでもぎ岡から影響さる 

るままに行励してゐたことを認めるのです。小西の行 

動は全部，富岡の行動と見る程にも和互問の心11関係 

が密接だったのではな1/、か。J r富岡は小西次郎を教唆 

したのです。ホ旧, 小川，内旧を教唆したのではあり 

ません。小西がザニ軽なヵッバライとしての足代出張所 

のことをいひだした時f じゃ君がやれ』といったので 

すJ と中浜の教唆を認めるものが内部からでるくらい 

であった。しかも，河合は，あるときは r私は当日其 

団体の一*員として見張りを致しましたJ (「調書J 1923ザ 

11月3 日）といい， 中浜も「私が病気とはWへ， 安閑 

として遊んでいる問に他の諸君が運動に対して，しか 

く熱心にま主自発自决的に真剣にやったあの行為殊に 

ホ®君の悲情な心状及勇敢な行動に対しては,今も尚 

衷心から敬服感謝の;#;を禁ずることは出来ません。若 

し此の崇敬の念が私の当時の教唆的感念に其源を発し 

てゐる反射であるといふのならぱ，私は進んでその罪 

名を甘受しても少しも侮ゆる所はありませんJ (前掲 

•■獄中-すニ記J ) といって，当局が.つけ'いりやすい証言を 

している。爽際, このような発言や2 人の状況力';結局 

2 人をも事件の中心人物の仲間にくみこませることを 

当局に可能にさせるのである。その結果，この事件へ 

の関与が最大の理由となって，古と中浜は紋首台に， 

河合らは無期懲役に他されることになるのである。

復誉と し て の テ ロ ル 第 3 のく盤擊> , すなわち復 

響としてのr  F•ルとしては，仲看:一*による飯尾一二に 

たいするものと,田中勇之進による甘柏五郎にたいす 

るものがもる。 、ずれもギロチン社を動揺と混乱tとみ 

ちびくはどの重大な意味をもつ事件であつ た。

仲による大阪合同練取綠役で,のちに斑洋助相談役 

になる飯尾一ニにたいする襲撃の決行は，1923年 9 月 

12日のことである。その前夜，仲はIII中剪之進と2 人 

で飯尾の帰途を待ちぶせ，威嚇して金銭を強耍するが， 

失敗した。かねてめ飯尾にたいすさ恨みもり (1922 

印7 月，大阪合同紛灾满コこ場勤務中，<r嘯に参加した。その 

さい，会社側から暴力を見舞われたり，fcげくは解®された。 

をれに経営まとしての飯尾の/L嗽にも不満を抱いていたとい 

う），翌1 2ロ朝911ね ろ ，北ブ ホ中 W了本通りで,通動 

途上の飯尾をね撃のため待ちぶせる力t, たまたま通勘
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してきた]if涕勒常務取餘役庄司乙告を飯嵐と誤認して 

犯撃しためであった。同志の河合にしても，たんなる 

資金め;力の拒? ?からの犯撃は考えられないので，仲が 

庄百：！を鶴つ理由はなく，誤認によるものと，つぎのよ 

うにいっている。

r ……出金を招まれ掌フたとは考へ!bれませぬ.，‘-‘• 

仲は合同助で職工をして居て解屈された很がある 

. とは東京に居る時から云って居ましたが,東洋妨に 

は恨が無いと思ひますJ (「訊 問 調 19知年11；3 6 日）。 

本人も逮捕後の訊問でr誤認J といい,当局も証人 

喚問などで確認の上， 「誤認_ !と認定するにいたる。 

しかし，戦後仲は，.もともと狙力たのは飯尾であった 

が，この件で誤認はない。や 9 てきたのが飯尾でなく 

庄司であることを7其知しながらもi i 擊したと話したと 

いわれる（f虚無党; 錄J f リベルチ"^ル第 21号，1的1年8 

月）。飯®をよく嚴知している仲が誤認するのもおかし 

いので，その解釈があたっているように思えるが，

Pリベルチ一ルJ の記事が伝聞による形式なので， こ 

こでは断定はさけておきたい。

なお，この事保はもう一つのくリヤク〉ないしは威 

嚇事件を誘導するが，その件は末尾(次回〉の•■予審決 

定書」の中の第一の（1 1 )を参照されたい。

もう一つの田中による甘軸正きの実弟耳郎への襲擊 

の決行は1923年：10,月 4 日のことである。当時のもる新 

聞は，この件をr甘柏大尉の弟兄漠に刺さる（未遂) ——  

來京から入込んだ怪ギ—— 」の見出しで,つぎのよ 

うに報じている（*̂東京朝日新問』1923年4 0月6 日夕刊)。 

r無政府主義者大杉栄を殺害したfjg題の甘箱憲兵大 

尉のま弟冗郎(1 7 )は目下HIE県松阪中WJ■岡寺め住職 

柏木智m師に養はれ津中学の四印:に在学し每日汽Ift 

で通学して居るが， 4 .0 朝予定の如く午-前 7 時29分 

発の列J|£に乗るベく松喊^«に至る途中，同町大字轉 

人町清光寺裏に於て突然一ダ漢の為に短刀にて背部 

より刺されんとした刺那，尾行中の松阪署の前旧刑 

事が素早く兄澳を抱止めたので，五郎は危難を免れ 

见漠は刑事の手を振切って逃走を企てたが，松胺駅 

前の運送店前ど於て格闘の末漸く取押へ梭阪署に引 

致, 下取調中だが， 漠は2 2歳の青年で柔道2 m  

と云ふの外警察署でも圓く秘密にして居る。間く所 

に依れば同人は3 日午前東}Itより松阪に入り込み潜 

かに甘船一族の消息を傑ってゐたが，同夜は駅付近 

に30繞r し4 日早朝よ,り付近で待伏せてゐたもので社 

会主!義者の一"味らしい。J .

この行為の決意と決行にあたっての!H中の心境は複

雑なものガ'あった。UI中f'd身によろと，9 月下tUに清 

水村のアジトに中浪, ，河合，小西らと集まった折に， 

酒を飲みつつ，彼は大杉の虐殺について，当局の冷酷 

な仕うちを憤慨する口吻をもたらした。ただ，そめと 

きは下手人である甘軸の家族にたいするチロルまでは 

考えていなかったという。それから数日後，明石市の 

人丸神社の茶屋で中浜に甘糖の弟を暗殺するようにい 

われる力S そのとさにはもう憤慨したときのことは寂 

れていたくらいで, むしろ寝IT4こ水の感じをもったと 

いう。しかし，半面でこのさい決行してもよいという 

気持も片隅にあったという。すでにそのときには，中 

浜は，大杉處殺閑係の記事を，甘柏の家族にかんする 

ものもふくめ，きりとってもっており，その対象もは 

ほ’犯いをつけていたらしい。

中浜の役割がこのとおりでるとすると，彼が旧中 

に教唆なり命☆ を下したことになり.かねないが,との 

点を中浜のロをかりるとつぎのようにかわる。

1923年 9 月28 R , 清水村のアジトで，旧中は甘柏の. 

家族への襲擊の意志のあることをロ1こ.した。そこに居 

もわせた河合，倉地らは，大杉らの；S 栽には憤激して 

いたものの，下手人といえどもその家族には器はない 

として, fn中の発言につよく反対した。中浜のみは沈 

黙した。そ;Kがra中には中浜が暗に.賛成していろとう 

けとめられたらしい。この.間の心境を中诉はつぎのよ.. 

うに記している。

r….，.思ひ出してゆ，所定めず《■復譬したいものだ 

なあJ と独言する様なことは間々有ったが，夫れか 

と言って，他人に強ひ想撒する様なことは決してな, 

かったのです。，

9 月下旬……運動の# 後策を講ずるため，森小路 

の寓居に会し，今後の方法につ、て種々話し合った 

後，突然田中君が

*■廿柏の家族に何等かの形式で復磐することに依 

って，当人に痛苦を与へたいJ 

と言ひ出しテこので得はそれに反対の声を放ちまし 

たが，独り私は沈黙をぐってゐたのでした。何とな 

れぱ，其時私は夫れを自ら決ネテしたい様な気持と,

, 夫れを打消す気持とが半分宛,私の心境を彩ってゐ 

たが, 夫れかと言って, 他人を极牲にするととは|V<5 

更ら厭だったからです。’

'，…•それで私は言ひました。

«■それ殺まで君が決心してゐるめだったら,今更 

ら止めた所セ無駄だちうから，自山意志にさせて, 

忠ひ通りの行勘を揉っt 見たが良かろう。J ……
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'•，" '私は幸にffl中君も甘箱の弟も/同時に救はれ 

たことを皆と共に悦び仮令田中君の自決的め此行為 

が不成功に終ったにしろ，死を賭した旧中君の厳歯 

な気持と男らしい行動とに対してIfcじない様に私も 

亦我々の理想目的の方に進んで行かうと心に誓った 

のです。 ,

是を耍するねm中君が決意を明力、す以前所々に 

於て私が復響を口走ったのは確かであるが，亩接彼 

に向って予決書中に示すが如く，人丸神社境内茶屋, 

'或は森小絡の寓居で遊通して強ひて決意せしめたと 

レふことは全くなかったのです。 ‘をれ等は全然 

田中君の自主自発決に基いたもので私が旧君を 

受配する権利もな< , 又犧牲にする立場でもなかナ 

'たのです

. 然し彼の自発的決意，彼の自決的行為に対して 

は，今も尚充分に崇教の金を止めることは出来ませ 

. ん。若U此め崇敬の念が私の当時の教唆的感念に其 

顏を発してゐる反射であるといふのならば，私は進 

んでその罪名を甘受して少しもゆる処はありませ 

ん。J (前揭「獄中手記丄 ■

とのよう^^旧中と中浜の意見の相違にたいして,当 

局は田中の証言を採用し中浜が教唆したと站論を下 

している。おそらくその判断ははぱまちがいないだろ 

' 'う„ 河合がつぎのように述べていることも，その判断 

の正しさをうらづけているといえるからである。

，•■.更に甘柏復替-事件です，之は衆譲を触視して，富

岡力I只独断享行したもので，倉地，ホ田，僕の反ネオ 

は強硬だったのですJ (前揭《■無期囚 

その真庚はどこにあろうと，また周fflの空気がどう 

あもうと，とも'かく田中の意志は決行に固まったわけ 

であった。それにしても，外部からは旧中が動揺し苦 

悶しているように思え，死ぬ觉悟をしているのではな 

いがとさえうけとられた，そのため，彼が下見に松阪 

にでかけたときには，小西次郎がつきそい役として同 

行した。しかし，下見を終えても，田中は大丈夫そう 

なの 'も' , 小西は決行前に1 人で大阪にもどった。その 

さい，白拷と号する歌人でもあり詩人でもあった田中 

は* 小西に「夫に地に只1 人なる愛し子の膝に手をお 

き魂極まれりJ と 「玉め緒の絶えなむとして見間きじ 

服に物見えずあわれ母君J という辞世の歌を託して， 

覚悟のほどを示した。

その結果としての当日の顔末は先の弓I用のとおりで 

ある。本人が動揺している以上，計画が成功するわけ 

もなかったが，あ る 、は当初から田中には刺殺するつ 

もりはなく，たんにアナキストなり社会主義者の復#  

の怨念を支配階級にみせつけれぱ足りるという考えで 

のぞんだとも思える。 '

ともかぐ，襲撃は失敗に終り，旧中はギサチン社最 

初の银牲者になった。事件としては仲の襲擊よりもあ 

とのものである力' ; ,仲はいったん逃走するので，逮抓 

されるのはそめ年の11月に入ってからになる力、らでち

る* (朱完） (経济学部助教授》
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